
○奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 

昭和48年12月24日規則第53号 

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和47年奈良市規則第17号）の全部を改正

する。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）、浄化槽法（昭和58年法律第43号）及び奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和

48年奈良市条例第35号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的

とする。 

第２章 一般廃棄物 

（一般廃棄物処理計画の告示） 

第２条 条例第７条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。 

(１) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

(２) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

(３) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

(４) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

(５) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

(６) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

（一般廃棄物の処理申出） 

 



第３条 条例第９条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申出の際に用いる申請書は、

次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。収集、運搬及

び処分を受けることを廃止した場合又は第２号の申出をした者の世帯人員に変更があつた場合も、

また同様とする。 

(１) 動物の死体 別記第１号様式 

(２) し尿 別記第２号様式 

（事業者に対する指示） 

第４条 条例第14条に規定する事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる建物は、次に掲げるもの

とする。 

(１) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第２条第１項に規

定する特定建築物 

(２) 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗 

(３) 前２号に掲げる建物に準ずる建物で市長が特に必要と認めるもの 

２ 前項の建物の占有者（以下本条において「事業者」という。）は、一般廃棄物の減量に関する

計画を作成し、毎年１回、当該計画書を市長に提出するものとする。 

３ 事業者は、前項の計画に変更があつたときは、速やかに当該変更計画書を市長に提出するもの

とする。 

４ 市長は、前２項の計画書が提出された場合は、その内容を審査し、事業者に対し、必要な助言

又は指導を行うものとする。 

５ 事業者は、一般廃棄物の排出抑制及び適正処理に関する業務を行わせるため、建物ごとに廃棄

物管理責任者を選任し、選任の日から14日以内に、市長に届け出るものとする。廃棄物管理責任

者を変更したときも、また、同様とする。 

６ 事業者は、一般廃棄物の適正な処理を図るため、必要な保管場所を確保するものとする。 

（定額及び従量の区分等） 

第５条 条例別表第１のし尿の収集及び運搬の項の市長が定める定額及び従量の区分は、次のとお

りとする。 

(１) 定額によるもの 

ア 一般家庭（次号アに該当するものを除く。） 

イ 共同便所を有するアパート等で容易に構成人員の把握ができ、不特定多数の者が出入りし

ない施設 

 



(２) 従量によるもの 

ア し尿の収集が不定期となるもの 

イ 事業所、官公署、学校、旅館及び飲食店等不特定多数の者が出入りする施設 

２ 条例別表第１のし尿の収集及び運搬の項の定額区分の世帯人員の算定は、毎月１日現在の世帯

人員（同居人を含む。以下本項において同じ。）によるものとする。ただし、月の中途から新た

に収集及び運搬を開始したときは、そのときの世帯人員による。 

（手数料の徴収方法） 

第６条 条例第15条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによるものとする。ただし、

市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

(１) 動物の死体の収集及び運搬 その都度徴収 

(２) ごみ、燃え殻等の処分 

ア 法第７条第１項の許可を受けた者が搬入するもの その月の搬入分を翌月に徴収 

イ アに掲げる者以外の者が搬入するもの その都度徴収 

(３) し尿の収集及び運搬 その月のくみ取り分を翌月に徴収 

２ 前項第２号ア又は第３号の規定により手数料を徴収するときは、次に掲げる様式の納入通知書

を用いる。 

(１) 前項第２号アにあつては、別記第３号様式 

(２) 前項第３号にあつては、別記第４号様式 

（手数料の減免） 

第７条 条例第16条の規定による手数料の減免は、次に定めるとおりとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）による生活支援給付を受けている場合は、当該手数料を免除する。 

(２) 天災又は火災を受けた場合は、当該手数料を免除する。 

(３) その他市長が特に必要と認めた場合は、その都度市長が必要と認めた額を免除し、又は減

額する。 

２ 前項第２号又は第３号の規定により手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書（別記第

５号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

（一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請） 

第８条 法第７条第１項若しくは第６項の許可若しくはその更新又は法第７条の２第１項の許可を

 



受けようとする者は、許可申請書（別記第６号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(１) 事業調書（別記第７号様式） 

(２) 作業計画調書（別記第８号様式） 

(３) 住民票抄本（法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書） 

(４) 履歴書（法人にあつては、役員の名簿及び履歴書） 

(５) 申請者の印鑑証明（法人にあつては、代表者の印鑑証明） 

(６) 従業員名簿（別記第９号様式） 

(７) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積換場その他処理施設の平面図及び付近の見取図 

(８) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の許可の更新を申請する者は、同項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限

り、同項第４号及び第７号に掲げる書類の添付を要しない。 

３ 浄化槽法第35条第１項の許可を受けようとする者は、許可申請書（別記第９号様式の２）に環

境省関係浄化槽法施行規則（昭和59年厚生省令第17号）第10条第２項第１号から第４号までに掲

げる書類及び第１項各号（第３号を除く。）に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

４ 第１項又は前項の申請書の提出時期は、毎年５月１日から同月末日までとする。ただし、法第

７条第６項及び第７条の２第１項の許可にあつては、この限りでない。 

（一般廃棄物処理業の許可の基準） 

第９条 法第７条第１項若しくは第６項又は第７条の２第１項の許可をする場合の基準は、次のと

おりとする。 

(１) 法第７条第５項各号又は第10項各号（これらの規定を法第７条の２第２項において準用す

る場合を含む。）に適合していること。 

(２) 申請者が申請時において既に３箇月以上市内に住所（法人にあつては、登記された事務所

又は営業所。以下本号において同じ。）を有し、かつ、引き続き市内に住所を有する者である

こと。 

(３) 申請者が自らその事業を実施する者であること。 

(４) 前３号のほか、市長が特に定める事項 

（許可証の交付等） 

第９条の２ 市長は、第８条第１項又は第３項の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査

 



及び必要に応じて行う実地調査等により、許可するかどうかを決定する。 

２ 市長は、前項の規定により許可することを決定したときは、許可証（別記第10号様式）を当該

申請者に交付する。 

３ 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに市長に

その旨を届け出て、その再交付を受けなければならない。 

４ 第２項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（許可申請事項の変更） 

第９条の３ 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者（以下「処理業者」という。）は、

第８条第１項の申請書及びその添付書類に記載した事項の変更（法第７条の２第１項の事業範囲

の変更及び次項各号に掲げる事項の変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ許可申請

事項変更申請書（別記第11号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 処理業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に許可申請事項変更届

（別記第12号様式）を市長に提出しなければならない。 

(１) 申請人の住所及び氏名（法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名） 

(２) 事務所又は営業所の所在地及び名称 

(３) 事業調書 

(４) 作業計画調書 

(５) 契約先の事業所名 

(６) 従業員数及び従業員名簿 

(７) 申請者の印鑑証明（法人にあつては、代表者の印鑑証明） 

３ 浄化槽清掃業者は、第８条第３項の申請書及びその添付書類に記載した事項を変更したときは、

変更の日から30日以内に前項の許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第９条の４ 市長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又

は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(１) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

(３) 第９条に規定する基準に該当しなくなつたとき。 

(４) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく市民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が

１箇月以上にわたるとき。 

 



２ 市長は、前項又は浄化槽法第41条第２項の規定により一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業

の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書（別記

第13号様式）又は業務停止命令書（別記第14号様式）により行うものとする。 

（実績報告書の提出） 

第10条 処理業者は、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに

実績報告書（別記第15号様式）により市長に報告しなければならない。 

（検査証） 

第11条 条例第20条第２項に規定する検査証は、別記第16号様式によるものとする。 

（鑑札） 

第12条 条例第21条第１項に規定する鑑札は、別記第17号様式によるものとする。 

２ 第９条の２第３項の規定は、前項の鑑札を紛失又は毀損した場合に準用する。 

（再生利用個別指定業の指定申請） 

第13条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」と

いう。）第２条第２号に規定する収集及び運搬（以下「一般廃棄物再生輸送」という。）の業の

指定（個別指定に限る。）を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書（別記第18号

様式）に、次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 省令第９条の２第２項各号に掲げる書類及び図面 

(２) 取引関係を記載した書類 

(３) 生活環境保全上の対策を記載した書類 

(４) 省令第２条の３第２号に規定する処分（以下「一般廃棄物再生活用」という。）の業の指

定を受けた者との委託関係を証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類及び図面 

２ 一般廃棄物再生活用の業の指定（個別指定に限る。）を受けようとする者は、再生利用個別指

定業指定申請書に、次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 省令第10条の４第２項第１号から第３号まで及び第６号から第８号までに掲げる書類及び

図面 

(２) 取引関係を記載した書類 

(３) 生活環境保全上の対策を記載した書類 

(４) 一般廃棄物再生活用において生ずる一般廃棄物の処理方法を記載した書類 

(５) 一般廃棄物再生輸送を委託するときは、委託関係を証する書類 

 



(６) その他市長が必要と認める書類及び図面 

（再生利用個別指定業の指定基準） 

第13条の２ 省令第２条第２号の規定による指定の基準は、次のとおりとする。 

(１) 一般廃棄物再生活用を業として行う者が自ら又は一般廃棄物再生活用を業として行う者の

委託により再生輸送を行うこと。 

(２) 一般廃棄物再生輸送の事業に係る一般廃棄物が確実に再生活用されること。 

(３) 一般廃棄物再生輸送をするための施設、人員等を備えていること。 

(４) 前号の施設が省令第２条の２第１号の基準に適合するものであること。 

(５) 生活環境保全上の支障が生じないこと。 

(６) 申請者が一般廃棄物再生輸送を的確に、かつ、継続して行う経理的基礎を有すること。 

(７) 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 

(８) 申請者が第13条の８の規定により一般廃棄物再生輸送の業の指定を取り消され、その取消

しの日から５年を経過していない者でないこと。 

２ 省令第２条の３第２号の規定による指定の基準は、次のとおりとする。 

(１) 一般廃棄物を原則として無償で引き取ること。 

(２) 引き取つた一般廃棄物がすべて一般廃棄物再生活用の用に供されること。 

(３) 一般廃棄物再生活用を確実に執行するための施設、人員等を備えていること。 

(４) 排出者との取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。 

(５) 生活環境保全上の支障が生じないこと。 

(６) 申請者が一般廃棄物再生活用を的確に、かつ、継続して行う経理的基礎を有すること。 

(７) 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 

(８) 申請者が第13条の８の規定により一般廃棄物再生活用の業の指定を取り消され、その取消

しの日から５年を経過していない者でないこと。 

（再生利用個別指定業の指定） 

第13条の３ 市長は、第13条の規定による申請が、前条に規定する基準に適合していると認めると

きは、一般廃棄物再生輸送又は一般廃棄物再生活用の業（以下「一般廃棄物再生利用業」という。）

の指定を行うものとする。 

２ 前項の指定の期間は、５年とする。 

３ 市長は、必要があるときは、第１項の指定に生活環境保全上必要な条件を付けるものとする。 

４ 市長は、第１項の指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証（別記第19号様式。以下「指

 



定証」という。）を交付する。 

（再生利用個別指定業の変更の指定申請） 

第13条の４ 前条第１項の規定による指定を受けた者（以下「一般廃棄物再生利用指定業者」とい

う。）は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定

申請書（別記第20号様式）に、第13条第１項各号又は第２項各号に掲げる書類及び図面のうち当

該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業の一部の廃

止であるときは、申請することを要しない。 

２ 前条（第２項を除く。）の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。 

（再生利用個別指定業の指定の更新） 

第13条の５ 一般廃棄物再生利用指定業者は、当該指定の更新を受けようとするときは、再生利用

個別指定業指定申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、第13条第１項各号又は第２項各号に掲げる書類及び図面を添えなければな

らない。ただし、その内容に変更のないときは、これらの書類又は図面の添付を要しないものと

する。 

３ 第13条の３の規定は、第１項に規定する指定の更新について準用する。 

（再生利用個別指定業の変更の届出） 

第13条の６ 一般廃棄物再生利用指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、その日から10日

以内に再生利用個別指定業変更届出書（別記第21号様式）を市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名） 

(２) 事務所及び事業場の所在地 

(３) 再生利用の目的 

(４) 再生利用の方法 

(５) 取引関係 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。 

(１) 前項第１号に掲げる事項の変更のときは、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては

定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(２) 前項第２号に掲げる事項の変更のときは、変更後の事務所及び事業場の付近見取図 

(３) 前項第３号に掲げる事項の変更のときは、変更後の再生利用の目的を記載した書類 

(４) 前項第４号に掲げる事項の変更のときは、変更後の再生利用の方法を記載した書類 

(５) 前項第５号に掲げる事項の変更のときは、変更後の取引関係を記載した書類 

 



３ 市長は、第１項の届出があつた場合において、指定証の書換えを必要と認めるときは、指定証

を書き換えて交付する。 

（再生利用個別指定業の指定の廃止の届出） 

第13条の７ 一般廃棄物再生利用指定業者は、指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、

その日から10日以内に再生利用個別指定業廃止届出書（別記第22号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の届出が一般廃棄物再生利用業の一部の廃止であるときは、指定証を書き換えて

交付する。 

（再生利用個別指定業の指定の取消し等） 

第13条の８ 市長は、一般廃棄物再生利用指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則

若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は第13条の２に規定する基準に適

合しなくなつたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の

停止を命ずるものとする。 

（指定証の再交付） 

第13条の９ 一般廃棄物再生利用指定業者は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、再生利用個

別指定業指定証再交付申請書（別記第23号様式）を市長に提出して、指定証の再交付の申請をす

ることができる。 

２ 前項の場合において、指定証の毀損によるときは、当該指定証を添えなければならない。 

（指定証の返納） 

第13条の10 一般廃棄物再生利用指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、

既に交付を受けている指定証を市長に返納しなければならない。 

(１) 指定証の再交付を受けた者が紛失した指定証を発見したとき。 

(２) 指定を取り消されたとき。 

(３) 指定に係る事業の全部を廃止したとき。 

(４) 指定の更新若しくは変更の指定を受け、又は変更の届出若しくは当該指定に係る事業の一

部の廃止の届出をして、新たに指定証の交付を受けるとき。 

（一般廃棄物処理施設の設置の許可申請） 

第13条の11 法第８条第２項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書（別記第24

号様式）とする。 

（一般廃棄物処理施設の変更の許可申請） 

 



第13条の12 省令第５条の３第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書（別

記第25号様式）とする。 

（一般廃棄物処理施設設置の許可証の交付等） 

第13条の13 市長は、法第８条第１項又は第９条第１項本文の規定により許可することを決定した

ときは、一般廃棄物処理施設設置（変更）許可証（別記第26号様式。以下この条において「許可

証」という。）を当該申請者に交付する。 

２ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに許可証書

換え（再）交付申請書（別記第27号様式）に、許可証及び当該変更に係る事項を明らかにする書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、許可証書換え（再）

交付申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の場合において、許可証の毀損によるときは、当該許可証を添えなければならない。 

５ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に許可証を

返納しなければならない。 

(１) 許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したとき。 

(２) 許可を取り消されたとき。 

(３) 許可に係る施設を廃止したとき。 

（一般廃棄物処理施設の使用前検査の申請） 

第13条の14 省令第４条の４に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（別記第

28号様式）とする。 

（特定一般廃棄物最終処分場の維持管理積立金の通知） 

第13条の15 法第８条の５第４項の規定による通知は、維持管理積立金決定通知書（別記第29号様

式）を交付して行うものとする。 

２ 省令第４条の10第２項の規定による事業団に対する通知は、維持管理積立金決定通知書（別記

第30号様式）を交付して行うものとする。 

３ 省令第４条の16第１項の規定による通知は、地位承継した者に係る維持管理積立金決定通知書

（別記第31号様式）を交付して行うものとする。 

（特定一般廃棄物最終処分場の状況等報告） 

第13条の16 省令第４条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（別記

第32号様式）とする。 

 



（一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出） 

第13条の17 省令第５条の４の２第１項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出

書（別記第33号様式）とする。 

（一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出） 

第13条の18 省令第５条の５第１項に規定する届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了

届出書（別記第34号様式）とする。 

（一般廃棄物最終処分場の廃止の確認の申請） 

第13条の19 省令第５条の５の２第１項に規定する申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請

書（別記第35号様式）とする。 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請） 

第13条の20 省令第５条の11第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）許

可申請書（別記第36号様式）とする。 

（合併又は分割の認可申請） 

第13条の21 省令第５条の12第１項に規定する申請書は、合併・分割認可申請書（別記第37号様式）

とする。 

（相続の届出） 

第13条の22 省令第６条第１項に規定する届出書は、相続届出書（別記第38号様式）とする。 

（一般廃棄物最終処分場の台帳） 

第13条の23 省令第15条の８第１項に規定する一般廃棄物に係る届出台帳の帳簿は、最終処分場台

帳帳簿（別記第39号様式）とする。 

（一般廃棄物最終処分場の台帳の閲覧） 

第13条の24 法第19条の12第３項の規定により同条第１項の一般廃棄物最終処分場の台帳又はその

写しの閲覧の請求を行おうとする者は、最終処分場台帳閲覧請求書（別記第40号様式）を市長に

提出しなければならない。 

第２章の２ 生活環境影響調査結果の縦覧等 

（縦覧者の遵守事項） 

第13条の25 条例第23条の２第１項の規定により縦覧に供された報告書等（以下「報告書等」とい

う。）を縦覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 報告書等を条例第23条の３第２項に規定する縦覧場所（以下「縦覧場所」という。）から

持ち出さないこと。 

 



(２) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(３) 他に迷惑を及ぼさないこと。 

(４) 係員の指示があつたときは、それに従うこと。 

２ 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することがある。 

（縦覧場所の休日） 

第13条の26 縦覧場所の休日は、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第３号）第１条

第１項各号に定める日とする。 

（意見書の記載事項） 

第13条の27 条例第23条の２第１項に規定する意見書（以下「意見書」という。）には、次に掲げ

る事項をすべて記載しなければならない。 

(１) 意見書を提出する者の住所及び氏名（法人にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏

名） 

(２) 意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設の名称 

(３) 生活環境の保全上の見地からの意見 

第３章 産業廃棄物 

（費用の減免） 

第14条 条例第26条の規定による費用の減免は、次に定めるとおりとする。 

(１) 天災又は火災を受けた場合は、当該費用を免除する。 

(２) その他市長が特に必要と認めた場合は、その都度市長が必要と認めた額を免除し、又は減

額する。 

２ 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出し承認を受けな

ければならない。 

（再生利用個別指定業の指定申請） 

第14条の２ 省令第９条第２号に規定する収集及び運搬（以下「産業廃棄物再生輸送」という。）

の業の指定（個別指定に限る。）を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書に、次

に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 省令第９条の２第２項各号に掲げる書類及び図面 

(２) 取引関係を記載した書類 

(３) 生活環境保全上の対策を記載した書類 

(４) 省令第10条の３第２号に規定する処分（以下「産業廃棄物再生活用」という。）の業の指

 



定を受けた者との委託関係を証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類及び図面 

２ 産業廃棄物再生活用の業（個別指定に限る。）の指定を受けようとする者は、再生利用個別指

定業指定申請書に、次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 省令第10条の４第２項第１号から第３号まで及び第６号から第８号までに掲げる書類及び

図面 

(２) 取引関係を記載した書類 

(３) 生活環境保全上の対策を記載した書類 

(４) 産業廃棄物再生活用において生ずる産業廃棄物の処理方法を記載した書類 

(５) 産業廃棄物再生輸送を委託するときは、委託関係を証する書類 

(６) その他市長が必要と認める書類及び図面 

（再生利用個別指定業の指定基準） 

第14条の３ 省令第９条第２号に規定する指定の基準は、次のとおりとする。 

(１) 産業廃棄物再生活用を業として行う者が自ら又は産業廃棄物再生活用を業として行う者の

委託により再生輸送を行うこと。 

(２) 産業廃棄物再生輸送の事業に係る産業廃棄物が確実に再生活用されること。 

(３) 産業廃棄物再生輸送をするための施設、人員等を備えていること。 

(４) 前号の施設が省令第10条第１号の基準に適合するものであること。 

(５) 生活環境保全上の支障が生じないこと。 

(６) 申請者が産業廃棄物再生輸送を的確に、かつ、継続して行う経理的基礎を有すること。 

(７) 申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 

(８) 申請者が第14条の９第１項の規定により産業廃棄物再生輸送の業の指定を取り消され、そ

の取消しの日から５年を経過していない者でないこと。 

２ 省令第10条の３第２号に規定する指定の基準は、次のとおりとする。 

(１) 産業廃棄物を原則として無償で引き取ること。 

(２) 引き取つた産業廃棄物がすべて産業廃棄物再生活用の用に供されること。 

(３) 産業廃棄物再生活用を確実に執行するための施設、人員等を備えていること。 

(４) 排出者との取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。 

(５) 生活環境保全上の支障が生じないこと。 

(６) 申請者が産業廃棄物再生活用を的確に、かつ、継続して行う経理的基礎を有すること。 

 



(７) 申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 

(８) 申請者が第14条の９第１項の規定により産業廃棄物再生活用の業の指定を取り消され、そ

の取消しの日から５年を経過していない者でないこと。 

（再生利用個別指定業の指定） 

第14条の４ 市長は、第14条の２の規定による申請が、前条に規定する基準に適合していると認め

るときは、産業廃棄物再生輸送又は産業廃棄物再生活用の業（以下「産業廃棄物再生利用業」と

いう。）の指定を行うものとする。 

２ 前項の指定の期間は、５年とする。 

３ 市長は、必要があるときは、第１項の指定に生活環境保全上必要な条件を付けるものとする。 

４ 市長は、第１項の指定をしたときは、指定証を交付する。 

（再生利用個別指定業の変更の指定申請） 

第14条の５ 前条第１項の規定による指定を受けた者（以下「産業廃棄物再生利用指定業者」とい

う。）は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定

申請書に、第14条の２第１項各号又は第２項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るも

のを添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業の一部の廃止であるときは、

申請することを要しない。 

２ 前条（第２項を除く。）の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。 

（再生利用個別指定業の指定の更新） 

第14条の６ 産業廃棄物再生利用指定業者は、当該指定の更新を受けようとするときは、再生利用

個別指定業指定申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、第14条の２第１項各号又は第２項各号に掲げる書類又は図面を添えなけれ

ばならない。ただし、その内容に変更のないときは、これらの書類又は図面の添付を要しないも

のとする。 

３ 第14条の４の規定は、第１項に規定する指定の更新について準用する。 

（再生利用個別指定業の変更の届出） 

第14条の７ 産業廃棄物再生利用指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、その日から10日

以内に再生利用個別指定業変更届出書を市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名） 

(２) 事務所及び事業場の所在地 

(３) 再生利用の目的 

 



(４) 再生利用の方法 

(５) 取引関係 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない 

(１) 前項第１号に掲げる事項の変更のときは、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては

定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(２) 前項第２号に掲げる事項の変更のときは、変更後の事務所及び事業場の付近見取図 

(３) 前項第３号に掲げる事項の変更のときは、変更後の再生利用の目的を記載した書類 

(４) 前項第４号に掲げる事項の変更のときは、変更後の再生利用の方法を記載した書類 

(５) 前項第５号に掲げる事項の変更のときは、変更後の取引関係を記載した書類 

３ 市長は、第１項の届出があつた場合において、指定証の書換えを必要と認めるときは、指定証

を書き換えて交付する。 

（再生利用個別指定業の指定の廃止の届出） 

第14条の８ 産業廃棄物再生利用指定業者は、指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、

その日から10日以内に再生利用個別指定業廃止届出書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の届出が産業廃棄物再生利用業の一部の廃止であるときは、指定証を書き換えて

交付する。 

（再生利用個別指定業の指定の取消し等） 

第14条の９ 市長は、産業廃棄物再生利用指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則

若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は第14条の３に規定する基準に適

合しなくなつたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の

停止を命ずるものとする。 

（指定証の再交付） 

第14条の10 産業廃棄物再生利用指定業者は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、再生利用個

別指定業指定証再交付申請書を市長に提出して、指定証の再交付の申請をすることができる。 

２ 前項の場合において、指定証の毀損によるときは、当該指定証を添えなければならない。 

（指定証の返納） 

第14条の11 産業廃棄物再生利用指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、

市長に既に交付を受けている指定証を返納しなければならない。 

(１) 指定証の再交付を受けた者が亡失した指定証を発見したとき。 

(２) 指定を取り消されたとき。 

 



(３) 指定に係る事業の全部を廃止したとき。 

(４) 指定の更新若しくは変更の指定を受け、又は変更の届出若しくは当該指定に係る事業の一

部の廃止の届出をして、新たに指定証の交付を受けるとき。 

（産業廃棄物収集運搬業の許可証等の書換え申請等） 

第14条の12 省令第10条の２、第10条の６、第10条の14又は第10条の18に規定する許可証（以下こ

の条において「許可証」という。）の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は毀損したと

きは、産業廃棄物処理業（特別管理産業廃棄物処理業）許可証書換え（再）交付申請書（別記第

41号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、許可証の毀損によるときは、当該許可証を添えなければならない。 

３ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に許可証を

返納しなければならない。 

(１) 許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したとき。 

(２) 許可を取り消されたとき。 

(３) 許可に係る施設を廃止したとき。 

（特定産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金の通知） 

第14条の13 法第15条の２の４において準用する法第８条の５第４項の規定による通知は、維持管

理積立金決定通知書を交付して行うものとする。 

２ 省令第12条の７の８第２項の規定による事業団に対する通知は、維持管理積立金決定通知書を

交付して行うものとする。 

３ 省令第12条の７の14第１項の規定による通知は、地位承継した者に係る維持管理積立金決定通

知書を交付して行うものとする。 

（産業廃棄物処理施設の許可証の書換え申請等） 

第14条の14 省令第12条の５に規定する許可証（以下この条において「許可証」という。）の交付

を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに許可証書換え（再）交付

申請書に、許可証及び当該変更に係る事項を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

２ 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、許可証書換え（再）

交付申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の場合において、許可証の毀損によるときは、当該許可証を添えなければならない。 

４ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に許可証を

 



返納しなければならない。 

(１) 許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したとき。 

(２) 許可を取り消されたとき。 

(３) 許可に係る施設を廃止したとき。 

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出） 

第14条の15 省令第12条の７の17第２項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設において処理す

る一般廃棄物に係る届出書（別記第41号様式の２）とする。 

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更等の届出） 

第14条の16 省令第12条の７の17第５項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理す

る一般廃棄物に係る変更（廃止）届出書（別記第41号様式の３）により行わなければならない。 

（産業廃棄物最終処分場の台帳） 

第14条の17 省令第15条の８第１項に規定する産業廃棄物に係る届出台帳の帳簿は、最終処分場台

帳帳簿とする。 

（産業廃棄物最終処分場の台帳の閲覧） 

第14条の18 法第19条の12第３項の規定により同条第１項の産業廃棄物最終処分場の台帳又はその

写しの閲覧の請求を行おうとする者は、最終処分場台帳閲覧請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

第４章 生活環境及び都市美観の保全 

（注意の喚起） 

第15条 市長は、条例第34条各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、その違反を是正す

るよう注意を喚起するものとする。 

（勧告） 

第16条 市長は、前条の規定に基づき注意を喚起した者が、その違反を是正しないと認めたときは、

条例第34条の規定に基づき、勧告書（別記第42号様式）により、期限を定めて必要な措置をとる

べきことを、その者に対して勧告するものとする。 

（命令） 

第17条 市長は、前条の規定に基づき勧告した者が、なおその違反を是正しないと認めたときは、

条例第34条の規定に基づき、別記第43号様式により、期限を定めて必要な措置をとるべきことを、

その者に対して命令するものとする。 

（管理標識） 

 



第18条 条例第28条第３項の規定により、あき地の管理者があき地の管理標識を設置しようとする

ときは、別記第44号様式によるものとする。 

（不法投棄者の措置） 

第19条 市長は、市民の通報等により、不法投棄の事実を確認したときは、その不法投棄をした者

に対して、期限を定めて投棄物の撤去を行わせるものとする。 

（清美指導員の選任） 

第20条 条例第33条第１項の規定による奈良市清美指導員（以下「清美指導員」という。）は、市

長が必要と認める地域に置くものとする。 

２ 前項の清美指導員は、次の各号のいずれかに該当する市民のうちから市長が委嘱する。 

(１) 都市美化について深い理解と関心を持ち、かつ、地域の団体等において指導的役割を果た

している者 

(２) 都市美化について優れた認識と熱意をもち、かつ、地域の実状に精通し、実行力を有する

者 

（清美指導員の職務） 

第21条 清美指導員は、その置かれた地域内において、都市美化の効率的な推進を図るため、主と

して次に掲げる事項を処理する。 

(１) 当該地域内における都市美化及び生活環境の保全についての指導及び啓発 

(２) 当該地域内における美化モデル地区等美化実践組織の育成及び助長 

(３) 不法投棄の監視及び取締り並びに関係機関への通報 

(４) 都市美化に関する当該地域内住民の意見、要望等の関係機関への連絡 

（清美指導員証） 

第22条 清美指導員には、清美指導員証（別記第45号様式）を交付する。 

２ 清美指導員は、その職務に当たつては、常に清美指導員証を携帯し、必要に応じて関係者に提

示しなければならない。 

（清美指導員の任期） 

第23条 清美指導員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（委嘱の取消し） 

第24条 清美指導員が、次の各号のいずれかに該当するとき、市長は、その委嘱を取り消すことが

ある。 

(１) 第20条第２項の規定に該当しなくなつたとき。 

 



(２) 辞職を申し出たとき。 

(３) その他職務を遂行することができなくなつたと市長が認めるとき。 

（立入検査員証） 

第25条 条例第35条第２項に規定する立入検査員証は、別記第46号様式によるものとする。 

第５章 清掃業務審議会 

（会長） 

第26条 条例第36条に規定する奈良市清掃業務審議会（以下「審議会」という。）に会長を置き、

委員の互選によつて定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。 

（任期） 

第27条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第28条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（専門分科会） 

第28条の２ 審議会に、廃棄物の減量、再生及び再利用の推進並びに廃棄物の処理に伴う公害につ

いて調査審議させるため、専門分科会を置くことができる。 

２ 専門分科会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する者及び市長が委嘱する者をもつ

て充てる。 

３ 専門分科会に分科会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

（審議会への関係者の出席） 

第29条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

（庶務） 

第30条 審議会の庶務は、廃棄物対策課において処理する。 

（委任） 

第31条 第26条から前条までに定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

 



第６章 雑則 

（書類の提出部数） 

第32条 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）、省令及びこの規

則の規定により提出する書類の提出部数は、正本副本各１部とする。ただし、市長が別に定める

ものについては、正本１部とする。 

（その他） 

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過規定） 

２ この規則施行の際、この規則による改正前の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定

に基づき定められた様式による申請書等は、在庫のものに限り、この規則に定める様式にかかわ

らず、なお当分の間従前の例により使用することができるものとする。 

（条例第14条に規定する事業者の特例） 

３ 当分の間、第４条第１項に規定する事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる建物には、旧大

規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（昭和48年法律第109号）第２条第２

項に規定する大規模小売店舗を含むものとする。 

附 則（昭和54年３月12日規則第６号） 

この規則は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年３月15日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９条の次に４条を加える改正規定は、昭和59

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 昭和59年度において、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者の許

可申請書の提出時期に関するこの規則による改正後の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

施行規則第８条第２項の規定の適用については、同項中「毎年２月１日から同月末日まで」とあ

るのは、「昭和59年３月15日から同月末日まで」とする。 

附 則（昭和59年５月15日規則第36号） 

 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和60年２月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和60年４月１日規則第29号） 

この規則は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年10月１日規則第53号） 

この規則は、昭和60年10月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月６日規則第５号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、使用すること

ができる。 

附 則（平成元年３月６日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成元年10月16日規則第52号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第７条

第１項の許可を受けている者については、当該許可の有効期間内に限り、この規則による改正後

の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第９条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（平成２年３月27日規則第１号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年４月１日規則第23号） 

この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成５年３月30日規則第14号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、第８条から第10条までの改正規定並びに

 



別記第６号様式及び第９号様式の２から第15号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月28日規則第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年６月24日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年３月26日規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に作成されている用紙は、当分の間、必要な修正をして使用すること

ができる。 

附 則（平成11年９月22日規則第48号） 

この規則は、平成11年10月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月30日規則第９号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年６月１日規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年12月21日規則第70号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日規則第61号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年10月１日規則第54号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月２日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第63号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年５月24日規則第65号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



附 則（平成19年３月30日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成20年３月31日規則第35号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成23年３月30日規則第10号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第13条の23、第13条の24、第14条の17、

第14条の18並びに別記第28号様式及び第40号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日規則第34号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第36号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年５月31日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年10月30日規則第59号） 

（施行期日） 

 



１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されて

いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

 

 



第２号様式（第３条関係） 

 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

 



第５号様式（第７条・第14条関係） 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

 

 



第７号様式（第８条関係） 

 

 



第８号様式（第８条関係） 

 

 



第９号様式（第８条関係） 

 

 



第９号様式の２（第８条関係） 

 

第10号様式（第９条の２関係） 

 

 



第11号様式（第９条の３関係） 

 

 



第12号様式（第９条の３関係） 

 

 



第13号様式（第９条の４関係） 

 

 



第14号様式（第９条の４関係） 

 

 



第15号様式（第10条関係） 

 

 



第16号様式（第11条関係） 

 

 



第17号様式（第12条関係） 

 

 



第18号様式（第13条、第13条の５、第14条の２、第14条の６関係） 

 



 



 



 

 



第19号様式（第13条の３・第14条の４関係） 

 

 



第20号様式（第13条の４・第14条の５関係） 

 



 



 



 

 



第21号様式（第13条の６・第14条の７関係） 

 

 



第22号様式（第13条の７・第14条の８関係） 

 

 



第23号様式（第13条の９・第14条の10関係） 

 

 



第24号様式（第13条の11関係） 

 



 



 



 

 



第25号様式（第13条の12関係） 

 



 



 

 



第26号様式（第13条の13関係） 

 

 



第27号様式（第13条の13・第14条の14関係） 

 

 



第28号様式（第13条の14関係） 

 

 



第29号様式（第13条の15・第14条の13関係） 

 

 



第30号様式（第13条の15・第14条の13関係） 

 

 



第31号様式（第13条の15・第14条の13関係） 

 

 



第32号様式（第13条の16関係） 

 

 



第33号様式（第13条の17関係） 

 

 



第34号様式（第13条の18関係） 

 



 

 



第35号様式（第13条の19関係） 

 



 

 



第36号様式（第13条の20関係） 

 



 



 

 



第37号様式（第13条の21関係） 

 



 



 



 

 



第38号様式（第13条の22関係） 

 



 

 



第39号様式（第13条の23・第14条の17関係） 

 

 



第40号様式（第13条の24・第14条の18関係） 

 

 



第41号様式（第14条の12関係） 

 

 



第41号様式の２（第14条の15関係） 

 

 



第41号様式の３（第14条の16関係） 

 

 



第42号様式（第16条関係） 

 

 



第43号様式（第17条関係） 

 

 



第44号様式（第18条関係） 

 

 



第45号様式（第22条関係） 

 

 



第46号様式（第25条関係） 

 

 


